
 代理受領のイメージ 
 
（耐震改修費用 200 万円の場合） 

【通常】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代理受領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでは改修費用の全額を申請者が負担した後に補助金が交付されていま

したが、代理受領制度を利用することで、施工業者に補助金が振り込まれ、差額

分のみの自己負担となり、一時的な費用負担を軽減できるようになります。 

 

申

請

者 

高

鍋

町 

施

工

業

者 

補助金申請 工事依頼・支払 

200 万円 

補助金交付 

100 万円 

※実績報告し補助金確定後

高

鍋

町 

申

請

者 施

工

業

者 

補助金申請 

補助金交付（代理受領）100 万円 

※実績報告し補助金確定後

工事依頼・支払 

100 万円 

※差額分の支払い


